
祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
収
集

　
9
月
　
日
（
敬
老
の
日
）＝
収
集
し

17

ま
す
▼
9
月
　
日
（
振
替
休
日
）＝
休

24

み
ま
す
▼
　
月
8
日
（
体
育
の
日
）
＝

10

収
集
し
ま
す

冗
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

緯
3
2
・
2
4
2
8

9
月
は
障
害
者
雇
用
支
援
月
間
で
す

　
障
が
い
者
雇
用
に
つ
い
て
、
事
業

主
を
は
じ
め
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

冗
県
雇
用
労
政
課

緯
0
9
5
・
8
9
5
・
2
7
1
4

障
害
者
就
職
面
接
会

　
と
き
＝
9
月
　
日
　
～
　
時
　
と

26

13

16

こ
ろ
＝
体
育
文
化
館

冗
長
崎
労
働
局
職
業
対
策
課

緯
0
9
5
・
8
0
1
・
0
0
4
2

資
源
集
団
回
収
報
奨
金
（
前
期
分
）

の
交
付
申
請
を

　
平
成
　
年
度
前
期
分
（
4
～
9
月

19

分
）の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申
請
期
日
を
過
ぎ
る
と
、
報
奨
金
を

支
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
　

受
付
期
限
＝
　
月
　
日
　
受
け
付
け

10

10

＝
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課
、
各

支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー

冗
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

緯
3
2
・
2
4
2
8

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　
と
き
＝
9
月
　
～
　
日
　
ス
ロ
ー

21

30

ガ
ン
＝
夜
の
道
　
安
全
サ
イ
ン
　
反

射
材
　
運
動
の
重
点
＝
高
齢
者
の
交

通
事
故
防
止
▼
飲
酒
運
転
の
根
絶
▼

夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故
防
止

▼
後
部
座
席
を
含
む
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着

用
の
徹
底
　
※
夕
暮
れ
時
に
お
け
る

早
め
点
灯
、
雨
天
・
曇
天
時
の
点
灯
に

も
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

冗
市
役
所
交
通
安
全
対
策
課

雇
用
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　
と
き
＝
　
月
1
日
か
ら
　
主
な
改

10

正
点
＝
被
保
険
者
区
分
の
一
本
化
▼

雇
用
保
険
の
受
給
資
格
要
件
▼
育
児

休
業
給
付
の
給
付
率
▼
教
育
訓
練
給

付
の
要
件
な
ど
　

冗
佐
世
保
公
共
職
業
安
定
所

緯
3
4
・
8
6
0
9

　戦
没
者
追
悼
式
に
ご
参
列
く
だ
さ
い

　
と
き
＝
　
月
　
日
　
時
　
と
こ
ろ

10

12

10

＝
東
公
園
（
東
山
海
軍
墓
地
）　
※
小

雨
決
行
。
荒
天
の
場
合
は
市
民
会
館

で
行
い
ま
す
。

冗
市
役
所
地
域
振
興
課

9
月
　
～
　
日
は
全
国
一
斉「
子
ど
も

17

23

の
人
権
1
1
0
番
」強
化
週
間
で
す

　
一
人
で
悩
ま
な
い
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
　
相
談
電
話
＝
0
1
2
0
・

0
0
7
・
1
1
0

冗
長
崎
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

緯
0
9
5
・
8
2
0
・
5
9
8
2

無
料
調
停
相
談
会

　
と
き
＝
　
月
3
日
　
～
　
時
　
と

10

10

20

こ
ろ
＝
ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O
3

階
・
大
会
議
室
　
相
談
内
容
＝
金
銭

貸
借
、
土
地
建
物
、
損
害
賠
償
、
相
続
、

戸
籍
な
ど
　
※
弁
護
士
、
司
法
書
士

な
ど
の
有
識
者
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

冗
長
崎
地
方
裁
判
所
佐
世
保
支
部

緯
2
2
・
9
1
7
5

女
性
の
悩
み
ご
と
・
子
ど
も
の
人
権

相
談
所
の
開
設

　
と
き
＝
9
月
　
日
　
～
　
時
　
と

20

10

16

こ
ろ
＝
山
澄
地
区
公
民
館
、
広
田
地

区
公
民
館
（
重
尾
町
）、
ひ
ま
わ
り
の

館
（
吉
井
町
前
岳
）　
相
談
内
容
＝
夫

や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
ス

ト
ー
カ
ー
、
い
じ
め
、
児
童
虐
待
な

ど
　
※
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

冗
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総

　
務
課

緯
2
4
・
4
8
5
0

16

市役所各課へは
代表番号緯24-1111
からおつなぎします。

人
権
擁
護
委
員
に
ご
相
談
を

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
問
題
の

相
談
に
応
じ
た
り
、
人
権
啓
発
活
動

を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
7
月
1

日
付
で
、
次
の
人
が
法
務
大
臣
か
ら

委
嘱
さ
れ
ま
し
た
▼
 横
  山
 

よ
こ
 や
ま

 弘
 
こ
う

 規
 （宇
久

き

町
平
）
▼
 栗
 
く
り

 林
 
ば
や
し

 正
 
ま
さ

 明
 （母
ヶ
浦
町
）
▼

あ
き

 坂
 
さ
か

 口
 
ぐ
ち

 敏
 
と
し

 昭
 （東
大
久
保
町
）
▼

あ
き

 畠
 
は
た

 本
 
も
と

 詩
 
う
た

 子
 （三
浦
町
）
▼

こ

 江
 
え

 口
 ハ
ツ
子（
瀬
戸

ぐ
ち

越
町
）

冗
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総

　
務
課

緯
2
4
・
4
8
5
0

成
年
後
見
、
権
利
擁
護
、
法
律
・
福

祉
無
料
相
談
会

　
と
き
＝
9
月
　
日
　
～
　
時
　
と

29

10

16

こ
ろ
＝
ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O

相
談
内
容
＝
成
年
後
見
制
度
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
金
銭
管
理
、
遺

産
相
続
な
ど
の
法
律
・
福
祉
に
関
す

る
生
活
の
困
り
ご
と
　
申
し
込
み
＝

9
月
　
日
ま
で
に
長
崎
県
司
法
書
士

20

会
事
務
局
へ
（
事
前
予
約
制
）　
※
弁

護
士
、
司
法
書
士
な
ど
の
専
門
相
談

委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は

無
料
。

冗
長
崎
県
司
法
書
士
会
事
務
局

緯
0
9
5
・
8
2
3
・
4
7
7
7

東
京
佐
世
保
会
「
ふ
る
さ
と
佐
世
保

の
夕
べ
」

　
本
市
出
身
者
や
、
ゆ
か
り
の
人
の

懇
親
会
で
、
本
市
出
身
の
元
日
劇
ダ

ン
サ
ー
の
桑
原
真
由
美
さ
ん
フ
ァ
ミ

リ
ー
に
よ
る
歌
や
ダ
ン
ス
な
ど
の
催

し
も
あ
り
ま
す
。
東
京
や
そ
の
近
郊

在
住
の
知
人
な
ど
へ
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
　
と
き
＝
　
月
　
日
　
時
　
分

10

19

18

30

～
　
時
　
と
こ
ろ
＝
セ
ン
チ
ュ
リ
ー

21
ハ
イ
ア
ッ
ト
東
京
（
新
宿
区
西
新
宿
）

※
　
月
か
ら
名
称
が
ハ
イ
ア
ッ
ト
リ

10
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
東
京
に
変
わ
り
ま
す
。

冗
市
東
京
事
務
所
内
・
東
京
佐
世
保

　
会
事
務
局

緯
0
3
・
3
3
7
0
・
1
6
0
0

国
民
年
金
の
一
部
免
除

　
保
険
料
の
一
部
免
除
に
は
、
4
分

の
1
、
半
額
、
4
分
の
3
の
免
除
が

あ
り
ま
す
が
、
免
除
さ
れ
た
残
り
の

保
険
料
を
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
は
、

一
部
免
除
は
無
効
と
な
り
、
未
納
と

同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。
一
部
免
除

の
承
認
通
知
後
に
、
保
険
料
の
納
付

書
が
届
き
ま
す
の
で
、
納
付
期
限
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

冗
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

緯
3
4
・
1
1
4
8

冗
市
役
所
戸
籍
住
民
課

国
民
健
康
保
険
の
夜
間
・
日
曜
相
談

　【
夜
間
相
談
】
9
月
　
、　
日
　
時

20

25

20

ま
で
　【
日
曜
相
談
】
9
月
　
日
9
～

23

　
時
　
と
こ
ろ
＝
国
民
健
康
保
険
課

16相
談
内
容
＝
保
険
税
の
納
付
、
国
保

資
格
、
医
療
費
な
ど
　

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

国
民
健
康
保
険
税
の
2
割
減
額
該
当

世
帯
は
申
請
書
の
提
出
を

　
世
帯
の
所
得
な
ど
に
よ
り
、
保
険

税
の
均
等
割
額
と
世
帯
割
額
を
2
割

減
額
し
ま
す
。
該
当
世
帯
に
は
、
申

請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
世
帯
主

が
提
出
期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
　
提
出
期
限
＝
9
月
　
日
必
着

28

冗
市
役
所
市
民
税
課

国
民
健
康
保
険
税
は
納
期
内
に
納
め

ま
し
ょ
う

　
保
険
税
を
長
期
間
滞
納
す
る
と
保

険
証
の
有
効
期
間
が
短
く
な
る
場
合

や
、
診
療
費
を
一
時
的
に
全
額
（
　10

割
）
自
己
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

9
月
は
固
定
資
産
税
第
3
期
分
、
国

民
健
康
保
険
税
第
4
期
分
の
納
付
月

で
す

　
納
め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
な
口
座

振
替
や
納
税
組
合
の
ご
利
用
を
。

冗
市
役
所
納
税
課

就
業
構
造
基
本
調
査

　
多
様
化
す
る
就
業
状
況
な
ど
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
全
国
か

ら
抽
出
さ
れ
た
　
歳
以
上
の
人
を
対

15

象
に
、　
月
1
日
現
在
で
調
査
し
ま

10

す
。
調
査
結
果
は
、
職
業
能
力
開
発

や
地
域
の
男
女
共
同
参
画
な
ど
の
基

礎
資
料
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
ま
す
。

9
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
対
象
世
帯

を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

冗
市
役
所
企
画
調
整
課

市
工
事
、
コ
ン
サ
ル
、
物
品
等
入
札

参
加
資
格
者
は
納
税
証
明
の
提
出
を

　
対
象
＝
本
市
に
本
社
ま
た
は
出
先

が
あ
り
、
本
市
に
納
税
が
あ
る
平
成

　
年
度
市
工
事
、
コ
ン
サ
ル
、
物
品

19等
入
札
参
加
資
格
者
　
提
出
＝
　
月
10

1
～
　
日
に
持
参
（
土
・
日
曜
、
祝

31

日
を
除
く
）
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
2

5
・
9
6
2
4
）
で
契
約
課
へ
　

※
納
税
証
明
書
の
指
定
様
式
は
、
同

課
で
配
布
す
る
ほ
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

冗
市
役
所
契
約
課

発
明
相
談

　
と
き
＝
9
月
　
日
　
～
　
時
　
と

14

10

15

こ
ろ
＝
市
役
所
　
階
・
商
工
労
働
課

10

会
議
室
　

冗
市
役
所
商
工
労
働
課

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
　
人
権
と
子
ど
も
　
大
人
と
比
べ
る
と
未
成
熟
な
子
ど
も
は
、
社
会

的
に
も
人
権
が
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
す
。
し
か
し
、
子
ど
も
を
取
り
巻

く
環
境
は
、
い
じ
め
や
虐
待
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
必
ず
し
も
良
い
環
境
に
あ
る
と
は
言
え

な
い
状
況
で
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
家
庭
や
学
校
な
ど
の
関
係
機

関
だ
け
で
な
く
、
地
域
を
含
め
た
社
会
全
体
で
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冗
市
役
所
人
権
啓
発
課

人権
シリーズ

17

PU
BLIC

 RELATIO
N
S SA

SEBO
 2007_9


